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死
刑
執
行
の
報
道
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
七
月
六
日
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
一
連
の
事
件
で
死
刑
が
確
定
し
た
元
代
表
ほ
か
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
こ

と
を
法
務
省
が
明
ら
か
に
し
た
。

同
日
、
上
川
陽
子
法
務
大
臣
は
臨
時
に
記
者
会
見
し
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
元
代
表
ら
七
人
の
死
刑
執
行
の
命
令
書
に
サ
イ
ン

し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
慎
重
に
も
慎
重
な
検
討
を
重
ね
た
上
で
執
行
を
命
令
し
た
」
と
発
言
し
た
。

通
常
、
死
刑
執
行
の
事
実
は
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
後
、
法
務
省
が
公
表
し
て
き
た
と
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
七

月
六
日
の
元
代
表
ら
の
死
刑
執
行
に
続
き
、
あ
と
三
名
の
死
刑
囚
の
手
続
き
が
進
行
中
で
あ
る
と
各
社
が
報
道
し
、
正
式
な
法

務
省
の
発
表
以
前
に
次
々
と
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
で
報
じ
ら
れ
た
。

オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
一
連
の
事
件
で
死
刑
が
確
定
し
て
い
た
死
刑
囚
ら
の
犯
し
た
犯
罪
は
極
め
て
重
大
で
あ
り
絶
対
に
許

さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

死
刑
は
人
間
の
生
命
を
国
家
の
持
つ
刑
罰
権
に
基
づ
い
て
奪
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
刑
の
執
行
は
厳
粛
に
行
わ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

法
務
省
が
死
刑
に
関
す
る
情
報
を
公
開
し
な
い
理
由
と
し
て
、
死
刑
確
定
者
及
び
そ
の
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
あ
げ

一



て
い
る
と
さ
れ
る
（
死
刑
制
度
問
題
に
関
す
る
提
言
、
二
〇
〇
二
年
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
）
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

死
刑
執
行
の
事
実
の
公
表
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
公
表
の
手
続
き
の
基
準
を
設
け
て
い
る
の
か
。

二

こ
れ
ま
で
死
刑
執
行
に
つ
い
て
、
法
務
省
が
刑
の
手
続
き
途
中
に
発
表
も
し
く
は
公
式
な
発
表
以
前
に
そ
の
事
実
を
認
め

た
例
は
あ
る
か
。

三

平
成
三
十
年
七
月
六
日
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
一
連
の
事
件
で
死
刑
が
確
定
し
た
元
代
表
ほ
か
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
た

こ
と
、
あ
る
い
は
手
続
き
中
で
あ
る
こ
と
を
法
務
省
の
公
式
発
表
以
前
に
テ
レ
ビ
各
局
が
報
じ
た
こ
と
は
法
務
省
内
部
の
者

が
漏
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。
か
か
る
事
実
は
な
い
の
か
。

四

法
務
省
が
死
刑
に
関
す
る
情
報
を
公
開
し
な
い
理
由
と
し
て
、
死
刑
確
定
者
及
び
そ
の
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
あ

げ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。
ま
た
詳
細
に
情
報
を
公
表
し
な
い
理
由
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

五

平
成
三
十
年
七
月
六
日
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
一
連
の
事
件
で
死
刑
が
確
定
し
た
元
代
表
ほ
か
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
た

こ
と
、
あ
る
い
は
手
続
き
中
で
あ
る
こ
と
を
法
務
省
の
公
式
発
表
以
前
に
テ
レ
ビ
各
局
が
報
じ
た
こ
と
は
、
国
家
公
務
員
法

第
百
条
第
一
項
で
い
う
「
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
と

二



い
え
ど
も
同
様
と
す
る
。
」
に
反
す
る
事
実
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
刑
の
執
行
に
あ
た
り
厳
粛
さ
が
求
め
ら
れ

る
死
刑
執
行
に
あ
た
り
不
適
切
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


